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インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは・・・ 

2021年10月に「適格請求書発行事業者」の登録が開始され、2023年10月からインボイス

制度が運用開始されます。取引先との請求書等でのやり取りにおいて、消費税が関わってくる

制度となります。消費税が免税・課税事業所に関わらず、『全ての事業者』に関係

があります。 

 

まずはインボイス制度をご理解いただくために、以下のQRコードもしくは志賀商工会のホー

ムページから、インボイス制度に関する動画をご覧いただけます。パソコンもしくはスマートフ

ォンをご利用ください。 

 
消費税！今から学ぼう！インボイス塾！～第１回インボイス制度概要編～ (９分２１秒) 

 

 

消費税！今から学ぼう！インボイス塾！～第2回インボイスの記載事項編～ (７分５９秒) 

 

 

消費税！今から学ぼう！インボイス塾！～第3回売手の留意事項編～ (８分４４秒) 

 

 

消費税！今から学ぼう！インボイス塾！～第4回買手の留意事項編～ (７分５４秒) 

 

                            動画製作者：国税庁 

 

これらをご覧いただいた上で、更に詳しく知りたい方は、個別相談会を10月22日（10時～16

時）と10月25日(10時～16時)の両日、開催いたします。講師には香椎税務署職員と池田知俊

税理士にお越しいただきます。 

完全予約制となりますので相談ご希望の方は、下記にご記入の上、10/19（火）までに志賀商

工会へ必ずFAXをお願いいたします。 

事業所名  業種  

ﾌﾘｶﾞﾅ 

来館者 

  

  

連絡先  携帯  

希望日時（御希望の日時に☑を付けて下さい。） 

10月22日 講師：香椎税務署職員 

□ 10時 ～ 11時 

□ 11時 ～ 12時 

□ 13時 ～ 14時 

□ 14時 ～ 15時 

□ 15時 ～ 16時 

10月25日 講師：池田知俊税理士 

□ 10時 ～ 11時 

□ 11時 ～ 12時 

□ 13時 ～ 14時 

□ 14時 ～ 15時 

□ 15時 ～ 16時 

                返信先：志賀商工会 FAX092-603-1305 担当：柳原 


